
さいたま市立美園南中学校生活のきまり 
  

 

美園南中学校の生徒は、お互いの人格を尊重しながら、予測不可能な未来を生きる力を育むために、豊かな人

間性、社会性を身につけなければいけません。自ら考え、正しい判断をし、責任のある行動をとり、規律ある学

校生活を行うために、この「美園南中学校の生活の決まり」があります。 

 

１ 登下校 

登校時は服装、身なり・持ち物を自分で点検し、時間を守り、事故等に合わないように留意する         

（１）服装は原則制服とする。部活動がある場合は、体育着、ジャージ、部活動のユニフォームで登下校可。 

（２）道路に広がったり、溜まったり、空き地、公園に立ち入ったりしない。 

（３）買い食いや寄り道をしない。 

（４）登下校の通過は正門のみとする。 

（５）自転車通学者は申請手続きを済ませ、ヘルメットを必ず着用すること。 

 

【登校について】 

（１）朝練習の場合は７：１５以降に敷地内に入ること。 

（２）欠席・遅刻等の連絡は原則としてスクリレを利用する。(当日、８：１０まで) 

（３）昇降口は７：３０頃開錠する。 

（４）８：１５～８：２５の間は職員室への入室禁止。（先生方の会議のため） 

（５）通常日課の場合、登校後速やかに体育着・ジャージに着替え、８:２５までに着席する。 
  （チャイムの鳴りはじめに着替え終わっていない、もしくは着席できていない場合は、遅刻となる。） 

 

【下校について】 

（１）完全下校時刻は１７：００とする。 ※希望者は１８：００まで部活動に参加できる。 

（２）教室のカーテンを開け、窓の鍵を閉め、机を整頓し、消灯してから下校する。 

（３）下校時の服装は、原則として制服（名札は外す）。ただし、雨天時や部活動に参加した時はジャージ、 

ユニフォーム等で下校してもよい。 

（４）１７：００以降、生徒用昇降口が閉まっている場合は職員玄関から出入りを行う。 

 

２ 校内での生活 

 授業、委員会、集会時の開始時刻を守り、自ら進んで活動し、安全で楽しい学校生活を送る  

（１）服装は原則として制服。 

（２）移動教室の時は、休み時間のうちに移動を完了させる。（教室の電気の消し忘れに注意する。） 

（３）体育の授業では、貴重品の管理の観点から生活安全委員が教室を施錠する。 

（４）ベランダへの立ち入り禁止。（緊急避難時、清掃時を除く） 

（５）他のクラスへの出入り禁止。 

（６）屋上へつながる階段や、渡り通路より体育館側では遊ばない。 

（７）ウッドデッキは昼休みのみ使用可。 
（８）クラスボールを使用して外で遊ぶのは可。ただし、校庭以外でボールをついたり投げたりしない。 

（体育委員が責任を持ってクラスで管理する。） 

（９）用もなく他のフロアへ行かない。 

（10）公共物を大切に扱う。 

（11）登下校時階段は、１年生：西、中央階段、２年生：東、中央階段、３年生：東、中央階段を使用する。移動教室 

も同様とする。 

 

【清掃について】 

（１）清掃時間は通常日課の場合８：３０～８：４０とする 

（２）服装は原則体育着かジャージとし（制服を下に着ない）、ウインドブレーカーなどは着用しない。 

（３）清掃は班長を中心にまとまってしっかり行い、終了時には担当の先生に報告し、挨拶をして終える。 

 

【放課後について】 

（１）帰りの会が終了したら、すみやかに部活動に参加（または下校）し、いつまでも教室や廊下に残ることがない

ようにする。残る必要がある時は、必ず担任に申し出る。帰りの会終了後、10 分以内を目安とする。 

（２）教室の使用、用具の使用は担当に断ってから使用する。 

（３）専門委員会等、会議に出席する時は原則として制服とする。 

 



３ 持ち物 

学校生活に直接必要でないものは持参しないこと                              

（１）持ち物には必ず学年・クラス・番号・名前を記入する。 

（２）学校生活に必要のないもの（菓子類・玩具・ゲーム・携帯電話・カッターなど）は持ってこない。 

（３）忘れ物をしない。提出物は期限までにきちんと出す。 

（４）高価なものは持ってこない。 

（５）集金は朝のうちに提出。 

（６）貴重品は各自でしっかりと管理する。 

（７）水筒、ペットボトルは通年で持ってきてよい。中身は水、お茶、スポーツドリンクとする。 

（８）財布は持参せず、ジップロック等に入れ、320 円を目安に小銭を持参できる。（学校に設置してある自動販売機

は通年で利用できるため）お金は肌身離さず持ち、各自で管理する。 

（９）給食のない日の弁当は、原則として家庭より持参する。(コンビニ等で購入する場合、お金は家に置いてくる) 

（10）授業中、座布団やクッション、ひざ掛けを使用してもよい。集会時も同様とする。 

（11）ヘアオイル、ワックス、スプレー等、整髪料は持ってこない。 

（13）ハンドクリーム、リップクリーム、日焼け止め、制汗シート（液体は不可）は、無香料、無着色のみとする。 

（14）6 月～9月は熱中症対策として以下を登下校時のみ使用できる。 

❶アームスリーブ … 華美ではないもの 

❷キャップ … 華美ではないもの ※キャップ以外は無し 

❸日傘 

※❶～❸は昇降口に入る前に外し、カバンにしまう。校舎内での着用は不可。 

❹塩分チャージ … ソルトキャンディなどは無しで、タブレットのみ。ただし、誰かにあげたり、配布したりするこ

とは禁止。そのゴミは各自持ち帰ること。 

※その他必要に応じて暑さ対策グッズをご家庭で用意できる。上記と同様、登下校のみの使用とする。 

（15）10 月～5 月は、寒さに応じてカイロを持参できる。 

 

４ 礼儀 

互いに尊敬し合い、明るい人間関係をつくる                                 

（１）挨拶・返事・正しい言葉遣い・礼儀やマナーをしっかり身につける。 

（２）時間を意識し遅刻をすることがないように心がける。 

（３）何事にも責任ある行動を心がけ、思いやりの心をもって人と接する。 

（４）学校へ登校する場合(再登校を含む)は、学校で認められている服装とする。 

（５）職員室・学年室の入室のマナーを守ること。（入退室の仕方・声の大きさ・服装など） 

 

 

５ ICT 機器の使用について 
PC は借りているものなので、破損しないよう、大切に扱う                                                  

（１）PC は毎日持ち帰り、家で必ず充電してくる。  

（２）TEAMS への投稿において、他人を不快に思わせる内容や、不要、不適切な書き込みなどはしない。 

（３）PC の使用は、授業や部活動、学校行事など、学校生活において必要なことのみ。（ゲームなど禁止） 

（４）個人でダウンロードしたゲームなどのアプリの使用は禁止する。 

（５）友達や人が写った画像の悪意ある使用を禁止する。 

（６）指示された課題やアンケートなどを別の教科の授業のときに行うことを禁止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 服装・身なりについて 
常に正しい身なり、服装を心掛け、気持ちよく学校生活を送れるようにする                                       

 

ワイシャツ、ブラウス 

ポロシャツ（6～9 月） 

・ワイシャツ、ポロシャツは第 1ボタンをはずしてもよいが、ブラウスは第１ボタン

まで留める。 

・スラックスやスカートにしまう。 

・萌え袖等、だらしない着方をしない。 

・そでをまくることができる。きれいに折ってまくること。 

頭髪 
・高校入試や就職試験など、公の場にふさわしい頭髪にする。 

・髪が肩にかかる生徒については、結ぶこと。 

・ヘアゴム、髪どめの色は黒・紺・茶（色の濃いものとする。ベージュは不可） 

上着・ブレザー 

（10 月～5 月） 

・男子：グレーの学生服  女子：グレーのブレザー 

・全てのボタンを閉め、だらしない着方をしない。 

・冬服時は学校には置かず、毎日必ず持って来る。（登下校の際に着なくても良い） 

スラックス 

スカート 

・スカートは膝が隠れるものとする。 

・男女問わずスラックスを着用できる。 

・すそまくりは禁止。 

ベルト 華美なものではないものとする。（黒が望ましい） 

ニットベスト 
・学校指定のものの着用を可とする。 

・ワイシャツ、ブラウスの上からの着用とする。 

セーター 

（10 月～5 月） 

・スクールセーターが望ましい。 

・色は紺・黒・グレーで無地とする。（カーディガン不可） 

・セーターの姿で、学校生活を送ることができる。 

・登下校の際、セーターを着用するときは、上着を必ず着用する。 

校章 
・上着、ブレザーに必ずつける。 

・紛失したら担任に申し出て、注文する。（１個３００円） 

名札 
・本校指定の名札を、左胸に付ける。 

・紛失したら担任に申し出て、注文する。（１個３４０円） 

インナー 

・ジャージやワイシャツ・ポロシャツの下に着てもよいものは、体育着、又は白のワ

ンポイントのＴシャツとする。 

・体育着やワンポイント T シャツの下のインナーは、色の指定はないが、インナーは

見えないようにする。インナーが体育着から透けた場合、華美でないものとする。 

インナー 

（10 月～5 月） 

・体育着の下に黒、白の長袖インナー、黒のタイツ、レギンス、スパッツを着用し、

学校生活を送ることができる。 

・ハイネックなど、首から出るものは不可。 

コート等の防寒具 

（10 月～5 月） 

・コート類は Pコート、ダッフルコート、ダウンとし、色は紺・黒・グレーで無地と

する。 

・コートの代わりにウィンドブレーカー(上のみ)も可とする。 

・コート類は前のチャックやボタンはしめる。 

・コート類、ウインドブレーカーは制服（上着、ブレザー）の上、またはジャージの上

から着用する。 

・ウインドブレーカーの下は、スラックスの上、スカートの下から着用しない。 

・手袋・マフラー、カイロ等の防寒具は、必要に応じて着用すること。 

ジャージ 
・学校指定 学年カラー、名前入りのものとする。 

・チャックは名前より上まで閉める。 

・萌え袖等、だらしない着方をしない。 

靴下 
・靴下は白、グレー、黒を基調としたものとする。 
・部活動の靴下やくるぶしソックスは不可。 

靴 
・色の指定はないが、通学靴は運動に適した靴とする。 

※マジックテープも可とする。ただし、靴ひもに関しては必ず結べるものとする。 

・靴ひもを必ず結ぶ。 

上履き 
・学校指定で、学年の色が入ったもの。 

・靴ひもを必ず結ぶ。 

かばん 
・色の指定はないが、華美でないものとする。 

・リュック、スポーツバック、スクールバック等、安全上両手の空くものが望ましい。 

※化粧などはせず、落ち着いた容姿で学校生活を送ること。 

 


